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業 者 特 定 理 由 書 

 下記の理由により業者を特定する。 

記 

１ 件  名 

  貯蔵品管理システム運用保守業務 

２ 事業者名 

  株式会社 ＨＢＡ 

３ 特定理由 

  本業務は、貯蔵品管理システムの運用支援及び保守を行う業務である。 

この業務を的確に実施するためには、貯蔵品管理システム全体に対する正確な

知識が必要となる。また、貯蔵品管理システムの構成情報はセキュリティ上公開

しないため、システム開発業者である上記業者以外が本業務を履行することがで

きない。 

以上のことから、本業務を実施する能力を有する「株式会社ＨＢＡ」に特定す

る。 

４ 根拠規定 

  地方公営企業法施行令第 21 条の 14 第１項第２号に該当すると判断されるた

め。 
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業 者 特 定 理 由 書 

下記の理由により業者を特定する。 

記 

１ 件 名  業務統合サーバ運用支援及びシステム保守業務 

２ 業者名  ＮＥＣフィールディング株式会社 東日本営業本部 北海道営業部 

３ 特定理由  本業務は、平成 28 年度に更新した業務統合サーバについて、サー

バの運用支援及びシステム保守を行うものである。 

業務統合サーバ上では、複数の業務システム（電話受付、マッピン

グ、ファイリング等の６システム）が稼働しており、各業務システム

は安定稼働が求められる重要性が高いものであるため、運用支援及び

システム保守業務の受託者は、サーバのハードウェア及びソフトウェ

アの構成・設定・動作等について熟知し、確実な問題解決と、システ

ム不具合や障害発生時の速やかな復旧対応が可能であることが要件と

なる。 

上記業者は、業務統合サーバの構築業者であり、サーバのハードウ

ェア及びソフトウェアの構成・設定・動作等について熟知しているこ

と、また、これらの条件を満たす者は他にないことから、上記業者を

特定する。

４ 根拠規定 地方公営企業法施行令 第 21 条の 14 第 1 項第 2号 



債務負担行為                        



業者特定理由書

下記の理由により業者を特定することとしたい。

記

１ 件 名

財務会計システム維持管理業務

２ 業者名

(株)エヌ･ティ･ティ･データ北海道

３ 特定理由

本業務は、(株)エヌ･ティ･ティ･データ北海道社製の財務会計システムの運用支

援や障害時の復旧作業等の保守を実施するものである。この業務を的確に実施す

るためには、財務会計システム全体に対する正確な知識と熟練された経験が必要

となる。また、本システムの構築情報は、外部に公開されていないことから他社

では、業務を遂行することはできず、この業務を実施する能力を有している業者

は、財務会計システムの構築を行った(株)エヌ･ティ･ティ･データ北海道の１社し

か存在しない。

このことから、(株)エヌ･ティ･ティ･データ北海道を特定する。

４ 根拠規定 

地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号
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業 者 特 定 理 由 書 

下記の理由により業者を特定する。 

記 

１ 件 名  ユーザ管理システム保守業務 

２ 業者名  株式会社 エヌ・ティ・ティ・データ北海道 

３ 特定理由  本業務は、平成 30 年度に利用開始したユーザ管理システムについ

て、定期的なログの確認や、不具合発生時の調査・復旧作業等を行う

ものである。 

ユーザ管理システムは、株式会社エヌ・ティ・ティ・データ北海道

が当局の調達仕様に基づき専用に開発したものであり、同業者はシス

テム構造やシステム改修方法について把握している唯一の業者である

ため、上記業者を特定する。 

４ 根拠規定 地方公営企業法施行令 第 21 条の 14 第 1 項第 2号 
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業 者 特 定 理 由 書 

下記の理由により業者を特定する。 

記 

１ 件 名  料金統合サーバ運用支援及びシステム保守業務 

２ 業者名  株式会社 エヌ・ティ・ティ・データ北海道 

３ 特定理由  本業務は、平成 30 年度に調達した上下水道料金オンラインシステ

ムの新サーバ（以下、「料金統合サーバ」という。）について、サー

バの運用支援及びシステム保守を行うものである。 

料金統合サーバでは、重要性が高い料金システム及び窓口システム

が稼働しており、安定稼働が求められている。このため、本業務の受

託者は、サーバのハードウェア及びソフトウェアの構成・設定・動作

等について熟知し、確実な問題解決と、システム不具合や障害発生時

の速やかな復旧対応が可能であることが要件となる。 

上記業者は、料金統合サーバの構築業者であり、サーバのハードウ

ェア及びソフトウェアの構成・設定・動作等について熟知しているこ

と、また、これらの条件を満たす者は他にないことから、上記業者を

特定する。 

４ 根拠規定 地方公営企業法施行令 第 21 条の 14 第 1 項第 2号 



債務負担行為                        



業者特定理由書

下記の理由により業者を特定する。 

記 

 １ 件     名   河川流達時間予測システム保守点検業務 

 ２ 業  者  名   (株)NTTデータ北海道 

 ３ 特 定 理 由  ・本システムは、水源での事故・災害等の際に、その異常

水が各浄水場に到達する時間をリアルタイムに予測計算

するシステムである。 

・本業務は、定期的な点検整備、良否判断、並びに不具合

発生時等の対応を含むものであり、本業務の履行には、

本システムについての熟知・精通が不可欠である。 

・また、本システムは緊急時に使用されるものであり、本

システムに不具合が発生した際には、迅速かつ信頼性の

おける復旧作業を行う必要がある。 

・本システムのソフトウェアは、上記業者が本市用に製作

したものであり、著作権法で保護されている。そのため

、本システムのプログラム構造は上記業者以外には知り

えない情報である。 

 ・以上により、上記業者でなければ本業務を行うことはで

きない。 

 ４ 根 拠 規 定    地方公営企業法施行令第２１条の１４第１項第２号に 

該当すると判断されるため。
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業 者 特 定 理 由 書 

下記の理由により見積業者を特定する。 

記 

１ 件  名  水道局本局庁舎空調自動制御設備等保守管理業務  

２ 業 者 名 ジョンソンコントロールズ㈱北海道支店 

３ 特定理由 空調自動制御装置は、外気温などの外部負荷や室温、湿度を検

出し、冷暖房、換気等の各空調設備の運転調節を自動で操作する

ものである。 

空調設備全体の構成と空調システムの運転方式は、建物ごとに

独自に設計されているものであることから、これらの制御を行う

自動制御装置を修繕するには、製造元のみが保有している技術や

データが必要である。 

本局庁舎の空調自動制御装置は、横河ジョンソンコントロール

株式会社（現ジョンソンコントロールズ株式会社）製であり、ジ

ョンソンコントロールズ株式会社北海道支社は、当該装置に係る

技術やデータを保有している唯一の会社である。 

以上より、上記業者以外では業務を履行することができない。

４ 根拠規定  地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号に該当すると

判断されるため。 

備考 この様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を使用することができる。 


